
○
訓

令

甲

全
国
育
樹
祭
推
進
室

（
全
育
）

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室

（
全
海
推
）

宇
佐
土
木
事
務
所

玉
来
ダ
ム
建
設
事
務
所

（
宇
土
）

（
玉
ダ
）

宇
佐
土
木
事
務
所

（
宇
土
）

○
訓

令

甲

○
教
育
委
員
会
訓
令
甲

○
警
察
本
部
訓
令

訓

令

甲

大
分
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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一

訓

令

甲

教
育
委
員
会
訓
令
甲

警
察
本
部
訓
令

大
分
県
食
の
安
全
確
保
・
食
育
推
進
本
部
設
置
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
訓
令
甲
第
十
号

本

庁

地

方

機

関

大
分
県
文
書
管
理
規
程
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

第
四
条
第
二
項
中
「
大
分
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
三
年
大
分
県
条
例
第
四
十
五
号
。
以
下
「
個

人
情
報
保
護
条
例
」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
個

人
情
報
保
護
法
」
に
改
め
る
。

第
八
十
六
条
第
三
号
中
「
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
個
人
情
報
保
護
法
第
九
十
二

条
」
に
改
め
る
。

第
八
十
七
条
第
五
号
中
「
個
人
情
報
保
護
条
例
第
十
四
条
」
を
「
個
人
情
報
保
護
法
第
七
十
六
条
第
一

項
」
に
、
「
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
三
条
」
を
「
個
人
情
報
保
護
法
第
九
十
条
第
一
項
」
に
、
「
個
人

情
報
保
護
条
例
第
二
十
六
条
」
を
「
個
人
情
報
保
護
法
第
九
十
八
条
第
一
項
」
に
、
「
利
用
停
止
等
請
求
」

を
「
利
用
停
止
請
求
」
に
、
「
個
人
情
報
保
護
条
例
第
十
八
条
」
を
「
個
人
情
報
保
護
法
第
八
十
二
条
」

に
、
「
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
四
条
」
を
「
個
人
情
報
保
護
法
第
九
十
三
条
」
に
、
「
個
人
情
報
保
護

条
例
第
二
十
七
条
」
を
「
個
人
情
報
保
護
法
第
百
一
条
」
に
、
「
利
用
停
止
等
決
定
」
を
「
利
用
停
止
決

定
」
に
、
「
利
用
不
停
止
等
決
定
」
を
「
利
用
不
停
止
決
定
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
訓
令
甲
第
十
一
号

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
二
十
五
号

知

事

部

局

教

育

庁

警

察

本

部

大
分
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号

大
分
県
食
の
安
全
確
保
・
食
育
推
進
本
部
設
置
規
程

�������
平
成
十
五
年
大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
十
七

令

和

五

年

号

外

四
五

三
月
三
十
一
日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

�
�

�
	

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
訓
令
甲
・
教
育
委
訓
令
甲
・
警
察
本
部
訓
令
）

一



号
�������

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

号

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大

分

県

知

事

広

瀬

勝

貞

大

分

県

教

育

委

員

会

大
分
県
警
察
本
部
長

種

田

英

明

「
工
業
振
興
課
長

別
表
第
二
中
「
工
業
振
興
課
長
」
を

に
改
め
る
。

工
業
振
興
課
新
産
業
振
興
室
長
」

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
訓
令
甲
・
教
育
委
訓
令
甲
・
警
察
本
部
訓
令
）

二


